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序章 はじめに 

 

１ 策定趣旨 

埼玉県では、埼玉県農林水産業振興条例第７条に基づき、農林水産業の振興に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、条例第３条に定める基本理念に

のっとり、「埼玉県農林水産業振興基本計画（以下「基本計画」という。）」を令和

８年３月に策定しました。 

  この基本計画の策定を受けて、さいたま農林振興センター、中央家畜保健衛生

所および寄居林業事務所では、地域で実施する取組や指標を「北足立地域農林水

産業振興プラン」として整理しました。 

  農業者、農業団体、関連産業の事業者・団体、市町と県が十分な連携を図り、

地域住民、関係者のみなさまの御協力も得ながら、この取組の実効性を高めてま

いります。 

 

 

２ 目標年度 

  令和１２年度 
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第１章 地域の農林業・農村の姿 

 

１ 地域の概要  

 北足立地域は県南部の中央、都心から１５

～６０ｋｍの首都圏に位置して、１４市町（さ

いたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、草加市、

蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座

市、桶川市、北本市、伊奈町）からなっていま

す。 

 新幹線や高崎線、宇都宮線などＪＲ各線に加え、埼玉新都市交通、東武鉄道、埼玉

高速鉄道など多数の鉄道が乗り入れ、道路も東北や関越の各自動車道、東京外郭環状

道路などの高速道路に加えて、国道１６号、国道１７号、国道２５４号など主要道路

網が発達し、県南部の交通の要衝となっています。地域の総土地面積は５６，４２６

ｈａで、県総面積の１４．９％にあたります。人口は約３３８万人で県人口の約４６％

を占めており、県内で最も都市化が進んでいる地域です。 

地形は、鴻巣市から川口市に至る大宮台地を中心に、これを囲んで荒川、元荒川流 

域に沖積低地が広がり、西部は武蔵野台地からなっています。  

  本地域の農業経営体数は４，７０７経営体であり、このうち個人経営体数は４，６ 

０１経営体、団体経営体は１０６経営体です。 

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域は、管内１４市町のうち、

さいたま市以北の６市町において指定されており、県全体の１０．６％を占めます。

一方、都市計画法に基づく市街化区域は、管内全市町において指定されており、県全

体の４３．６％を占めています。 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

北足立地域 
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２ 農林業・農村の現状と課題 
 

（１）農産物の供給・消費 

  都市化が進む北足立地域では、消費地近郊の立地条件を生かし、多種多様な高品 

質な農産物の生産が行われています。 

  また、北足立地域は消費人口が多く、地域で生産される新鮮で安全・安心な農産 

物の需要は極めて高いといえます。このため、産地直売の強化や地域内を中心とし 

た販売体制の確立が必要です。 
 

（２）農業 

  さいたま市以南の南部地域と、上尾市以北の北部地域とでは、導入品目や経営形 

態等が大きく異なっています。 

  南部地域では野菜や花・植木等の集約的な農業が展開されるとともに、地域住民 

と密接に結びついた市民農園、観光農園や農産物直売所などが数多く設置されてい 

ます。 

  北部地域では、耕地面積の約５９％を占める水田において米、麦が大規模に栽培 

されているほか、花き類、果樹類、畜産等を取り入れた農業が展開されています。 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（３）農村 

  都市近郊の農業・農村は、自然環境の保全、良好な景観の形成など多面的機能を 

有しており、その利益は地元住民だけでなく多くの県民が享受しています。 

  また都市型農業は、新鮮な農産物を供給するだけでなく、農業体験による食育、 

生活環境の保全、防災機能や都市景観の形成など、多面的な機能を有していること

から、都市住民の理解を得ながら市民農園や体験農園の整備が進められています。 

  その一方で、農業者の高齢化が進み、さらにその後継者がいない農家も少なくな 

い状況で、耕作が行われていない農地も散見されています。 

また、 混住化等も進展していることから、農道や水路の維持管理など地域の共 

同活動を継続していくことが課題となっています。  
 

（４）林業 

  都市近郊では貴重となった里山・平地林が残されています。このため森林環境譲

与税などを活用し、整備・保全を進め、多様な生物が生息できる環境を整えること

が必要です。また、山側の市町村と連携協定等を結び、山側の森林整備により、平

野部にも効果が及ぶ森林の公益的機能の発揮に資するほか、県産木材の需要拡大を

図り、「活樹」を推進することが重要となっています。

花き生産 水稲生産 
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北足立地域の主な農産物・特産
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３ 地域の基礎データ 

【出典】 

➀令和２年国勢調査 [総務省] 
➁全国都道府県市区町村別面積調（令和７年１０月１日時点）[国土地理院] 
③市町村別農業産出額（令和５年推計） [農林水産省] 
④作物統計調査（令和６年） [農林水産省] 
⑤⑥⑦⑪2020 農林業センサス [農林水産省] 
⑧⑨さいたま農林振興センター調べ（令和６年度） 
⑩集落営農実態調査（令和７年） [農林水産省] 
⑫⑬森づくり課調べ（埼玉地域森林計画書（埼玉森林計画区）令和４年１２月） 

  

項目 

 

北足立地域 県内割合 

全 般 

➀総人口 ３，３７６，７７８人 ４６．０％ 

②総面積 ５６，４２６ｈａ １４．９％ 

農業 

③農業産出額(推計値) 

   うち米 

     野菜 

     果実 

     花き 

     畜産 

２，２０８千万円 

３８８千万円 

１，１６２千万円 

９９千万円 

１４０千万円 

１０４千万円 

１３．５％ 

１２．７％ 

１５．１％ 

２０．２％ 

３２．７％ 

３．７％ 

④耕地面積 

    うち田面積 

      畑面積 

９，３１１ｈａ 

４，５７６ｈａ 

４，７４３ｈａ 

１２．８％ 

１１．３％ 

１４．８％ 

⑤農業経営体 

ⅰ 個人経営体 

ⅱ 団体経営体 

⑥販売農家数 

⑦基幹的農業従事者数 

（個人経営） 

４，７０７経営体 

４，６０１経営体 

１０６経営体 

４，５１４戸 

６，９８０人 

１６．６％ 

１６．６％ 

１８．３％ 

１６．４％ 

１８．５％ 

⑧農業法人数 ２６７法人 １８．５％ 

⑨認定農業者数 ７４３人 １５．３％ 

⑩集落営農数 ５組織 ６．８％ 

林業 

⑪林業経営体 

ⅰ 個人経営体 

ⅱ 団体経営体 

７経営体 

６経営体 

１経営体 

５．４％ 

５．５％ 

５．３％ 

⑫森林面積 

   天然林 

   人工林 

   その他 

３８９ｈａ 

３７３ｈａ 

１３ｈａ 

２ｈａ 

０．４％ 

０．８％ 

０．０％ 

０．２％ 

⑬森林材積 ７５，９１０㎥ ０．２％ 
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第２章 目指す地域の姿 

 

１   農業者の経営能力を生かした競争力の高い農業の実現 

（１） 認定農業者など地域の担い手や法人が都市部にある立地条件を最大限に生かし 

て、効率的で安定した農業経営を展開しています。 

（２） 農業経営体の法人化が進むことで安定した雇用の場が確保され、新規就農希望

者や、県農業大学校等で農業教育を受けた学生等に対する、多様な就職・就農の

機会が広がっています。 

（３） これまで地域農業を支えてきた農業者に加え、女性や若者、高齢者、企業など、

多様な人材や主体が活躍しています。地域の農業を支える担い手の層が広がって

います。 

 

２  地域の特性に応じた、収益性が高く安定的な農業経営を目指す、持続性の高い農 

 業の実現 

（１） 基盤整備が進み大区画化されたほ場では農地中間管理事業の活用により意欲あ

る担い手への農地の集積が進展し、効率的で生産性の高い農業が行われています。 

（２） こまつな・えだまめなどの地域を代表する野菜の作付拡大に加え、なし・ぶど

う・キウイフルーツなど特産果樹の生産が安定的に維持され、農地の遊休化が防

がれています。 

（３） 先端技術を取り入れたスマート農業技術の導入が着実に進み、生産性向上と経

営の安定化が両立した農業が展開されています。 

（４） 自然災害に備えた農業関連施設の強靭化や、鳥獣害・病虫害防止対策の充実、さ

らに高温による影響を軽減するための技術や設備の導入が進み、持続可能で安定

した農業生産が行われています。 

（５） 農業保険などセーフティネットの普及・拡大により、農業経営のリスクへの備 

えが強化され、農業者が安心して生産活動に取り組める環境が整えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域を代表する野菜（こまつな） 大区画に整備したほ場 
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３ 多面的機能が適切かつ十分に発揮される農業及び農山村の実現 

（１） 農地や農業水利施設を維持・保全するための地域の共同活動が活発に行われ、

防災・減災、生物多様性の保全、景観形成などの多面的機能が十分に発揮されて

います。 

（２） 農村のコミュニティが維持されるとともに、農業体験の場の提供などを通じて

地域住民同士や都市と農村との交流が活発化し、教育の場としての役割、文化の

伝承、保健休養、やすらぎの提供など、多様な機能が十分に発揮されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 需要に対応し、消費者に信頼される良質かつ安全な農産物を安定供給できる農業の  

 実現 

（１） 高温対策技術の普及などにより、品質と収量の安定化が図られています。さら

に、先進技術の活用による生産性向上や経営の安定化に向けた取組も進んでいま

す。こうした生産体制の強化を背景として、ＪＡを通じた系統出荷のほか、地域

内の直売所やインショップなど多様なチャネルで販売が行われています。 

（２） 優良品種・特徴ある品種を導入し、実需者ニーズに応じた商品開発や販路開拓

に取り組むことで、生産性の向上とブランド力の強化が進み、産地としての競争

力が高まっています。 

（３） 大消費地に近く食品製造業が盛んな北足立地域の立地優位性を生かしながら、

農商工連携や６次産業化の取組が進むことで、高付加価値化につながる新たな加

工品や地域特産物が創出されています。 

（４） 地元直売所や県内量販店の地場産コーナー、飲食店、学校給食など多様な場面

で地域の農産物が提供され、県民が日常的に県産品に触れる機会が広がったこと

で、地産地消の取組が一層浸透しています。 

（５） 農業者の環境負荷低減への取組に加え、農薬の適正使用や衛生管理、関係法令 

に基づく適正な生産・流通管理により、地域の農産物の品質と安全性に対する消 

費者の信頼が一層向上しています。 

 

 

 

 

 

 

農業者・住民による草刈り活動 

地元客で賑わう直売所 

見沼代用水（原形保全区間） 

彩り豊かなヨーロッパ野菜 
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５ 森林を将来に受け継いでいくための「活樹」の実現 

（１） 「第７５回全国植樹祭」で発信した森林資源の活用や木材の利用拡大を図る「活

樹」への理解が醸成されています。 

（２） 県産木材の安定的な供給体制が整備され、民間住宅や公共施設、民間非住宅建

築物の木造化が進み「活樹」が推進されています。 

（３） 快適な生活環境を形成・維持するため、都市及び近郊の平地林が良好な状態に

維持されています。 
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第３章 取組の展開方向 

 

１ 安定的・高収益な農業生産体制の整備［基本計画大柱：１・２・６］ 

生産者と消費者が近接する立地条件を最大限に生かし、品目ごとの生産・流 

通・販売体制を強化して、消費者・実需者の需要に対応した良質で安全な農産 

物の安定供給と生産者の収益向上を実現します。併せて、近年顕在化する気候 

変動や病害虫・難防除雑草の拡大、資材費・人件費の高騰、担い手不足等の課 

題に対応するため、スマート農業技術の導入と技術・経営データの「見える化」 

を進め、作業の省力化・効率化と生産性向上を図ります。 

 

（１）関係市町・団体 

管内全市町・各農業委員会・さいたま農業協同組合・あさか野農業協同組 

合・ほくさい農業協同組合・南彩農業協同組合・越谷市農業協同組合 

 

（２）取組内容 

① 各品目の生産支援 

ア  主穀 

水稲については近年の気候変動の影響を踏まえ、高温耐性品種の導 

入・拡大や適正管理の徹底により、品質・収量の安定化を図ります。 

また、水稲・麦を対象に、病害虫・難防除雑草への対応強化や、収益 

性を考慮した技術の導入、環境に配慮した主穀経営の推進を通じて、主 

穀作経営の収益向上を支援します。 

イ 野菜 

消費者が求める品目・品種の導入や機械化の推進、意欲的な担い手の 

育成により、作付面積と生産量の拡大を図ります。併せて、基本技術の 

励行と新技術導入により品質・収量向上を図ります。 

 加えて、ＪＡ直売所を中心に、量販店の地場産コーナーへの出荷や 

庭先直売、インターネットを活用した販売や給食向け出荷等、多様な 

販売体制を推進していきます。 

施設野菜では、生育環境の管理特性を生かしながら、減農薬や資材使 

用の適正化など環境負荷低減の取組を推進し、安全・安心な農産物を期 

待する利用者の声に応える生産を行い、販売額の向上につなげます。 

   また、いちごについては、県育成品種のブランド価値を維持・向上す 

るため、食味会の開催や糖度測定に基づく栽培指導など、食味の向上を 

目指す運動を実施します。 
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ウ 果樹 

高齢化に伴う生産者の減少による労働力不足に加え、老木化や気候 

変動の影響により生産性も低下しています。このため、限られた人手 

でも維持できる省力化技術を導入するとともに、新植・改植の推進、高 

温や病害虫の発生リスクへの対策を強化し、産地の生産体制を持続的 

に維持していきます。 

また、新品目・新品種の導入による高品質果実の生産の推進、担い手 

の交流・技術習得支援、関係機関と連携した労働力確保の仕組みづくり 

を検討し、産地の活性化につなげます。 

エ 花植木 

高温による生育不良への対応として、高温耐性品目・品種の導入を進 

め、安定生産を図ります。 

また、資材費高騰に対しては、ヒートポンプや循環扇など既存設備の 

効率的活用などにより生産コストの低減を図ります。 

加えて、流行や時流に基づく人気の色彩・形状等の消費者の嗜好を踏 

まえた商品開発及び販路拡大を支援するとともに、花育活動や各種イ 

ベント等を通じて消費者への普及啓発を行い、需要の拡大及び産地の 

活性化を図ります。 

   オ 畜産 

 畜産では、ＩＣＴ等を活用したスマート畜産による省力化や優良家 

畜の確保、ブランド化による高付加価値畜産物の生産、耕畜連携による 

飼料用米や飼料用稲の生産・利用の拡大により畜産の生産性向上や経 

営安定化を図ります。併せて、国や県が実施する事業を通じて、継続的 

な経営の支援をします。 

 

➁ 木材利用拡大の支援 

工務店等に対し、県産木材の生産から加工・流通に関する情報の提供や 

中大規模木造建築物の建設を可能にするＪＡＳ構造材の利用やＣＬＴ、 

重ね柱などの新たな建築部材の活用を推進し利用拡大の支援を行います。 

また、民間企業や関係団体等と連携し、木の良さをＰＲすることで県産 

木材利用の理解を醸成します。 

「埼玉県県産木材利用促進指針」に基づき、県、市町が整備する施設に 

対し県産木材に関する情報提供や技術指導を通じて木造化・木質化、机や 

椅子等の木製品の活用を進め、利用拡大を図ります。 
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➂ イノベーションの促進 

ＩＣＴ等を活用したスマート農業を推進し、作業の省力化・効率化を 

図ります。併せて、経験・勘に基づく技術や環境・経営データ等の「見 

える化」を進め、生産性の向上をめざしていきます。 

さらに、作業負担や資材費を軽減する技術の指導、新技術・省力化技 

術・スマート農業機器の導入支援及び作業の機械化を促進し、収益性の 

改善を目指します。 

 

（３）数値目標 

（基本計画指標名） 

需要に応じた野菜作付拡大面積：１４２．３ha（令和８年度～１２年度） 

 

契約野菜対応型産野菜地育成数：４産地（令和８年度～１２年度） 

 

スマート農業技術導入件数：３１件（令和６年度）→６２件（令和１２年度） 

 

県産木材を利用した公共施設数【寄居林業事務所管内計】： 

６７３施設（令和６年度）→８６０施設（令和１２年度） 

 

（地域指標名） 

  高温耐性水稲品種の収量・作付面積： 

収量４５１kg/１０a（令和６年度）→６００kg/１０a（令和１２年度） 

作付面積２９５ha（令和６年度）→４１４ha（令和１２年度）  

 

 

コラム 水稲高温対策について 

 

昨今の猛暑の影響を受け、当管内でも水稲の収量や品質が思わしく

ありません。 

 さいたま農林振興センターでは、農協と協力して管内３０ヶ所以上

の田んぼで生育調査を行い、そのデータを基に水稲の栽培指導を行っ

ています。 

 作業ポイントである育苗期・穂肥期・刈取期に講習会を行っていま

すが、特に穂肥期と刈取期の講習会は、生育調査をしている田んぼに

農家の方に集まってもらい、実際に水稲を観察してもらいながら、生

育に適した作業を指導しています。 
刈取適期講習会の様子 
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２ 地域農産物の高付加価値化と販路拡大に向けた取組［基本計画大柱：１］ 

消費者や実需者のニーズに応じた良質かつ安全な農林水産物の安定供給を 

実現するため、県産農産物の高付加価値化や生産性向上を図るとともに、生 

産・流通・販売体制の整備を推進します。また、県産農産物を購入できる場の 

拡大等を通じて地産地消の促進を図ります。 

 

（１）関係市町・団体 

管内全市町・各農業委員会・さいたま農業協同組合・あさか野農業協同組 

合・ほくさい農業協同組合・南彩農業協同組合・越谷市農業協同組合 

 

（２）取組内容 

① ６次産業化・農商工連携の推進 

ア 地域の農産物や資源を活用し、農業者が消費者ニーズを踏まえて高 

付加価値商品を創出できるよう、６次産業化を志向する農業者に対し、

経営ビジョンに基づく事業計画の作成支援、研修会開催、専門家派遣等

を通じて、ステージに応じた支援を行います。 

イ 食品製造業が盛んな地域の立地優位性を生かした農業者と食品加工

業者、流通・販売業者等とのマッチングを促進し、商品開発、新たなビ

ジネスの創出、販路拡大など、多様な産業との連携による６次産業化・

農商工連携を推進します。 

➁ 直売所の機能強化のための支援 

ア 農産物直売所が地域の特色を発揮し、地元農産物の魅力を効果的に 

伝えられるよう、生産者組織の育成や直売所相互の連携を進め、品揃え 

の充実や魅力向上を図ります。 

イ 県内の出荷体制整備を支援し、量販店等における県産農産物コーナ 

ーの設置を推進するとともに、ＰＲを強化することで、県民が県産農産 

物を「知って、買って、食べる」機会を拡大し、地産地消を促進します。 
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（３）数値目標 

（基本計画指標名） 

新たに農業の６次産業化により開発された商品数：４０品目 

（令和８～１２年度） 

 

県産農産物コーナー新規設置店舗数：５６店舗（令和８～１２年度） 

 

（地域指標名） 

  農産物直売所における販売金額： 

４４．５億円（令和６年度）→ ４８．７億円（令和１２年度） 

 

 

 

３ 優良農地の確保及び有効活用、並びに生産基盤の整備 

                ［基本計画大柱：３・４・７］ 

農業振興地域制度・農地制度を適切に運用するとともに、農地中間管理事業 

等を活用して担い手への農地の集積・集約化を促進し、農地の有効活用を図り 

ます。併せて、ほ場整備の推進、農業水利施設の計画的な補修・更新及び適切

な保全管理等により、生産基盤の強化と生産性の向上を図ります。 

また、都市と農山村との地域間交流等を通じて、農業・農山村に対する県民 

の理解を促進するとともに、都市農業の振興を図ります。 

 

（１）関係市町・団体 

   管内全市町・各農業委員会・さいたま農業協同組合・あさか野農業協同組 

合・ほくさい農業協同組合・南彩農業協同組合・越谷市農業協同組合・県農 

地中間管理機構（県農林公社）・関係土地改良区 

 

（２）取組内容 

① 優良農地の確保 

ア 集団的に存在する等の条件を満たす優良農地について、農業振興地 

域制度・農地制度の適切な運用により、良好な状態で維持・保全を図り 

ます。 

イ 各市町や農業委員会等と連携して、将来の目指すべき農地利用の姿 

を明確化した計画である地域計画の作成・見直しを進めるとともに、農 

地中間管理事業等を活用して農地の集積・集約化を進めます。 
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➁ 遊休農地の解消と活用 

ア 農業委員会が行う農地に関する調査や農地パトロール活動を通じて 

地域内の農地の利用調整を図り、遊休化の発生防止に努めます。 

イ 農地中間管理事業等を活用し、遊休農地の解消と地域の担い手への 

集積・集約化を図ります。 

③ 農業基盤整備の推進 

ア 地域の目指す営農形態に応じて、効率的な整備手法を検討し、生産基 

盤の整備を推進します。 

イ 計画的な補修・更新等を行うことにより、老朽化が進んだ農業水利施 

設を保全管理し、農業用水の安定供給を図ります。 

  ④ 都市農業の振興 

   ア 消費地に近いという特性を生かし、いちご等の付加価値の高い農産 

物の生産を促進することで、収益性の高い持続可能な都市農業の確立 

を図ります。 

イ 体験農園・市民農園の開設など、農地の維持・活用につながる多様な 

取組を推進し、地域住民の農業への理解促進を図ります。  

⑤ 都市と山村の連携による森づくり 

上流域の山側市町村と下流域の都市部市町との連携協定などを促し、 

森林整備や木材利用や地域間交流の取組を支援します。 

⑥ 森林環境教育及び木育の推進 

ア 森林環境教育に対応できる森林インストラクターや、県産木材の 

理解を深めるための体験プログラムを提案できる人材を育成します。 

イ 次世代を担うこどもたちへの森林環境教育や木育の機会の創出を 

図ります。 

⑦ 県民参加の森づくりの推進 

ア 広く県民が森林の大切さを理解する機会の充実を図ります。 

イ 民間団体や市町と連携して森林ボランティア団体の活動を支援する 

とともに、安全に作業ができる学習の機会の充実を図ります。 

ウ 森づくりを希望する企業が、県内の森林において活動しやすくなる 

よう、環境整備を図ります。 
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（３）数値目標 

（基本計画指標名） 

担い手への農地集積率：２９．５％（令和６年度） 

 → ４３．５％（令和１２年度） 

 

遊休農地解消・活用面積：１９４．５ha（令和８～１２年度） 

 

基盤整備面積：１，５２２ha（令和６年度） 

→ １，５８２ha（令和１２年度） 

 

（地域指標名） 

県費単独土地改良事業実施地区数：１地区/年間 

 

 

４ 地域農業を担う新たな担い手・多様な担い手の育成と確保 

［基本計画大柱：５］  

地域の農林水産業を持続的に発展させるため、新規就農者に加え、法人化・ 

６次産業化など新たな挑戦を志向する者、農業支援サービス提供事業者等を 

「新たな地域の担い手」として位置づけ、関係機関と連携しながらその発掘・ 

育成を強化します。 

また、女性や高齢農業者など多様な主体が能力を発揮できる環境整備を進め、

地域農業における参画を促進します。 

さらに、市町や関係団体と連携して生産者の経営分析や課題解決を支援し、

規模拡大や取引先拡大に挑む農業者には法人化・６次産業化に向けた専門家支

援を行い、継続的な経営発展につなげます。  

 

（１）関係市町・団体 

管内全市町・各農業委員会・さいたま農業協同組合・あさか野農業協同組 

合・ほくさい農業協同組合・南彩農業協同組合・越谷市農業協同組合 

 

（２）取組内容 

① 新たな地域の担い手の確保・育成 

ア 関係機関と連携して就農相談を行い、新規就農者、法人経営体、６次 

産業化取組者等の新たな地域の担い手の発掘・確保を進めます。 

イ 新規就農希望者には、「明日の農業担い手育成塾」等による技術力・ 
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経営力の習得支援を行い、計画的な就農を促します。 

ウ 就農後や経営開始後の担い手に対しては、経営目標達成に向けた  

課題解決を支援し、早期の経営安定に導きます。 

エ 必要に応じ、各種就農支援制度や法人化支援制度、６次産業化支援制 

度等の活用を促進します。 

   オ 農作業代行やスマート農機の提供、データ分析等を担う農業支援サ 

ービス事業者の育成・確保を進めます。国庫事業等を活用し、サービス 

導入に向けた体制整備や経営基盤の強化を支援することで、地域農業 

の省力化・効率化を促し、生産者の経営継続を支える環境づくりを図り 

ます。   

   カ 農業と福祉の連携を通じて、高齢化や人手不足といった課題を抱 

える農業現場に新たな担い手を確保し、地域農業の持続可能な発展 

を図ります。 

➁ 多様な担い手の育成 

ア 女性が主体となる活動への支援、農業経営や地域農業における女性 

参画促進などを通じ、農業に従事する女性が活躍できる環境を整備し 

ます。 

   イ 高齢農業者がその経験や知識、技術を生かし地域で活躍できるよう 

支援します。 

ウ 中小・家族経営や集落営農が安定して農業を続けられるよう、農業技 

術の普及や施設整備などの生産面の支援と、経営規模を問わず利用で 

きる各種施策の情報提供を行います。 

③ 農業者の経営発展 

ア 市町、農業・商工団体等と連携し、地域計画に位置付けられた生産者 

等に対し、経営分析や課題解決支援を行い、経営力の向上を図ります。 

イ 直売中心の経営を志向する生産者に加え、規模拡大や取引先の多様 

化を目指す意欲的な農業者も対象として把握し、法人化や経営の多角 

化に向けた支援を実施します。専門家を活用した個別相談や経営計画 

の改善支援等により、法人化の円滑な推進を図ります。 

ウ 法人化後も、研修会の開催や経営課題の整理・解決支援を行い、継 

続的な経営安定と発展につなげます。 

   エ 経営の多角化を志向する生産者に対して、６次産業化計画の作成支

援等を行い、継続的な経営安定・発展に向けた体制づくりを支援します。 
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（３）数値目標 

（基本計画指標名） 

農業法人数：２６７法人（令和６年度） → ３２９法人（令和１２年度） 

 

新規就農者数：６４人／年（令和６年度）→６４人／年（令和１２年度） 

 

 

５ 環境負荷低減の取組の推進と多面的機能の発揮等による持続可能な地域づ 

くり［基本計画大柱：６・８］ 

環境に配慮した持続可能な農業を推進するため、化学肥料や化学農薬の使 

用削減や環境負荷低減技術の普及を進めます。また、環境に配慮した農産物の 

生産・流通・消費の拡大に向け、食品関連事業者や消費者の理解促進に取り組 

みます。さらに、農業・農村が有する多面的機能を維持するため、地域住民や 

関係団体が連携した活動を支援します。 

 

（１）関係市町・団体 

管内全市町・各農業委員会・さいたま農業協同組合・あさか野農業協同組 

合・ほくさい農業協同組合・南彩農業協同組合・越谷市農業協同組合・関係 

土地改良区 

 

（２）取組内容 

① 環境負荷低減農業の推進 

ア 国の補助事業情報の提供や、みどり認定の推進に向けた技術支援、特 

別栽培農産物認証制度等の活用により、環境負荷低減に取り組む生産

者を支援します。 

イ 有機農業者の課題解決に向けた研修や自主活動を支援し、環境負荷 

低減技術や販売方法に関する情報提供を実施します。 

② 多面的機能の発揮 

農道や水路の維持管理、清掃活動、地域イベントを通じて地域コミュ 

ニティを維持します。 

   ③ 市民農園等での活動促進 

市町等関係機関との情報共有を図り、多様な開設主体による市民農園 

の設置や運営に関する相談に対応します。 

④ 生物多様性の保全と快適な環境の形成 

    里山や平地林の整備を促進し、多様な生態系確保や快適な環境づくり 

   を支援します。 
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 ⑤ 持続性確保に向けた災害等リスクへの対応 

ア 災害や感染症の発生などの緊急時であっても継続的に生鮮食品等を 

生産・供給できるよう、農業法人等に対して事業継続計画（BCP）の策 

定を支援するなど、危機対応力の強化を促進します。 

イ 畜産農家への巡回指導等により飼養衛生管理基準の遵守を指導し、 

家畜伝染病の発生・まん延防止を図ります。 

ウ 市町等と連携し、鳥獣による被害状況や個体数調査に関する情報共 

有を行うとともに、展示圃の設置、研修会の開催など、現場での対策に 

資する取組を進めます。 

   エ 農業共済組合や関係機関と連携し、農業者に対し農業保険（収入保険 

及び農業共済）などセーフティネットへの加入を促進します。 

   オ 水田等が有する雨水の貯留機能や農地・農業水利施設の保全管理な 

どを通じて、豪雨時の洪水リスク低減や地域防災力の向上を図ります。 

 

（３）数値目標 

（基本計画指標名） 

多面的機能を発揮する共同活動の実施面積割合（カバー率）： 

２７．１%（令和６年度）→３３．１%（令和１２年度） 

 

 

 

コラム 多面的機能支援事業で活動組織の広域化を推進し、事務負担を軽減！ 

 

 さいたま市岩槻区の元荒川流域で多面的機能支援事業を実施している活動組織は６組織

ありました。活動組織はそれぞれで事業に係る事務を実施していましたが、活動報告書の作

成や日当の支払い業務など、事務の負担が課題となっていました。 

 そこで、６組織のうち、４組織と、新たに参加する１０組織、合計１４組織を広域化組織

としてひとつにまとめることにより、各組織で行っていた事務の負担を軽減することが可

能となります。これにより、活動範囲の拡大に伴い、地域の多様な課題に対してより迅速か

つ柔軟に対応できるようになります。 

今後、活動範囲をさらに拡大し、地域住民が一体となって共同活動を推進することで、地域

資源の保全と持続可能な農業の実現に貢献することを目指します。 
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【参考】 

 

＜北足立地域農林水産業振興プランに関する指標＞ 

 

●埼玉県農林水産業振興基本計画で示した指標への対応 

  

基本計画 

指標番号 
基本計画指標名 （県）現状値→目標値 （地域）現状値→目標値 

３ 需要に応じた野菜の作付拡

大面積 

1,000ha 

（R8～12 年度） 

142.3ha 

（R8～12 年度） 

４ 契約野菜対応型野菜産地育

成数 

30 産地 

（R8～12 年度） 

４産地 

（R8～12 年度） 

５ 新たに農業の６次産業化に

より開発された商品数 

250 品目 

（R8～12 年度） 

40 品目 

（R8～12 年度） 

９ 県産農産物コーナー新規設

置店舗数 

125 店舗 

（R8～12 年度） 

56 店舗 

（R8～12 年度） 

10 県産木材を利用した公共施

設数 

1,356 施設  →  1,720 施設 

（R6 年度）  （R12 年度） 

673 施設 → 860 施設＊ 

（R6 年度）  （R12 年度） 

11 スマート農業技術の導入件

数 

269 件  →  538 件 

（R6 年度）  （R12 年度） 

31 件   →   62 件 

（R6 年度）  （R12 年度） 

12 担い手への農地集積率 36％  →  50％ 

（R6 年度） （R12 年度） 

29.5%   →  43.5% 

（R6 年度）  （R12 年度） 

13 遊休農地解消・活用面積 2,000ha 

（R8～12 年度） 

194.5ha 

（R8～12 年度） 

14 基盤整備面積 23,710ha  →  24,282ha 

（R6 年度）  （R12 年度） 

1,522ha  →  1,582ha 

（R6 年度）  （R12 年度） 

16 農業法人数 1,441 法人 → 1,800 法人 

（R6 年度）  （R12 年度） 

267 法人  →  329 法人 

（R6 年度）  （R12 年度） 

17 新規就農者数 330 人/年間 → 330 人/年間 

（R6 年度）  （R12 年度） 

64 人/年間  →  64 人/年間 

（R6 年度） （R12 年度) 

21 多面的機能を発揮する共同

活動の実施面積割合 

（カバー率） 

34.4％  →  38.6％ 

（R6 年度）  （R12 年度） 

27.1%  →  33.1% 

（R6 年度） （R12 年度） 

＊寄居林業事務所管内計の目標値 
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●北足立地域農林水産業振興プランで設定する地域指標 

    

地域指標 

番号 

基本計画 

大柱番号 
地域指標名 現状値→目標値 

１ １ 高温耐性水稲品種の収量・作付面積 収量  451kg/10a → 600kg/10a 

（R6 年度）  （R12 年度） 

作付面積 295ha → 414ha 

    （R6 年度） （R12 年度） 

２ １ 農産物直売所における販売金額 44.5 億円  →  48.7 億円 

（R6 年度）   （R12 年度） 

３ ４ 県費単独土地改良事業実施地区数 1 地区/年間 

 

 


